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「
身
の
丈
に
あ
っ
た
」持
続
可
能
な
行
財
政
の
確
立
を
図
る

九
月
定
例
会
は
、
九
月
二
十
一
日
か
ら
十
月
八
日
ま
で
十
八
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま

し
た
。
初
日
に
は
、
町
長
が
向
こ
う
四
年
間
の
町
政
全
般
に
わ
た
る
所
信
を
表
明
。
一
般

質
問
（
九
�
〜
二
十
一
�
に
掲
載
）
に
は
議
員
十
四
人
が
登
壇
し
、
町
長
所
信
、
総
務
行

政
、
福
祉
行
政
、
教
育
行
政
な
ど
幅
広
く
町
政
に
つ
い
て
質
問
。
総
額
百
四
十
三
億
円
に

及
ぶ
一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
平
成
十
五
年
度
決
算
は
決
算
特
別
委
員
会
の
集
中
審
議
の

結
果
す
べ
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
山
田
町
に
収
入
役
を
置
か
な
い
条
例
や
助

役
の
選
任
案
、
補
正
予
算
な
ど
が
提
案
さ
れ
審
議
の
結
果
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
最
終
日
に

は
、
採
択
さ
れ
た
請
願
に
伴
う
議
員
発
議
の
意
見
書
な
ど
を
可
決
し
、
十
八
日
間
の
会
期

を
閉
じ
ま
し
た
。

定
例
会
初
日
、
沼
崎
町
長
は
、

二
期
目
の
町
政
を
担
当
す
る
に

あ
た
り
、
町
政
全
般
に
わ
た
る

所
信
表
明
を
行
い
ま
し
た
。
町

長
は
「
町
の
生
き
残
り
を
か
け

た
厳
し
い
局
面
の
連
続
で
あ
る

こ
と
を
覚
悟
し
、
町
民
の
負
託

に
応
え
る
べ
く
全
力
を
傾
注
す

る
」
と
の
決
意
を
示
し
、
更
な

る
行
財
政
構
造
改
革
を
進
め

「
身
の
丈
に
あ
っ
た
」
持
続
可

能
な
行
財
政
の
確
立
を
図
っ
て

い
く
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。

具
体
的
な
施
策
と
し
て
▽
地

域
の
特
性
を
生
か
し
た
農
林
水

産
業
活
性
化
へ
の
積
極
支
援
、

後
継
者
育
成
事
業
の
継
続
▽
山

田
の
魅
力
を
活
用
し
た
商
工
業
・

観
光
事
業
の
育
成
振
興
▽
生
活

環
境
基
盤
整
備
の
促
進
と
山
田

の
海
を
守
る
施
策
の
充
実
▽
情

報
化
社
会
に
適
応
で
き
る
教
育

環
境
の
整
備
▽
保
健
医
療
の
充

実
と
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
た

福
祉
▽
山
田
町
の
自
立
に
向
け

た
行
財
政
計
画
の
更
な
る
推
進

の
六
項
目
を
掲
げ
、
そ
の
推
進

に
あ
た
っ
て
は
財
政
基
盤
の
確

立
に
努
め
、
民
間
活
力
の
導
入

を
図
り
な
が
ら
協
働
の
精
神
の

も
と
に
情
報
公
開
と
説
明
責
任

を
徹
底
し
「
自
立
す
る
町
」
の

実
現
を
図
る
こ
と
を
強
調
。
こ

れ
に
対
し
十
人
の
議
員
が
一
般

質
問
に
立
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
所
信
を
た
だ
し
ま
し
た
。

議会で所信を述べる沼崎町長

自
立
す
る
町
の
実
現
に
努
力
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公
共
施
設
の
指
定
管
理
者

手
続
き
条
例
を
制
定

「
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る

条
例
」
が
新
た
に
制
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
条
例
は
、
地
方
自

治
法
の
改
正
に
よ
り
「
公
の
施

設
」
の
「
管
理
委
託
制
度
」
が

「
指
定
管
理
者
制
度
」
へ
変
更

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、

多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
効

果
的
・
効
率
的
に
対
応
す
る
た

め
、
公
の
施
設
の
管
理
に
民
間

の
能
力
を
活
用
し
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
と
経
費
の
節
減
な

ど
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

こ
の
条
例
の
制
定
に
よ
り
、

現
在
、
豊
間
根
地
区
に
建
設
を

進
め
て
い
る
「
山
田
町
堆
肥
セ

ン
タ
ー
」
が
適
用
を
受
け
る
施

設
の
第
一
号
と
な
る
こ
と
か
ら
、

「
堆
肥
セ
ン
タ
ー
条
例
」
も
併

せ
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
施
設
の
指
定
管
理
者
と
し

て「
農
事
組
合
法
人
エ
コ
フ
ァ
ー

ム
山
田
」
を
指
定
す
る
こ
と
も

決
ま
り
ま
し
た
。

山
田
町
に
収
入
役
を

置
か
な
い
条
例
を
制
定

山
田
町
に
収
入
役
を
置
か
な

い
と
す
る
条
例
が
新
た
に
制
定

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
条
例
は
、

機
構
改
革
に
よ
り
、
収
入
役
の

補
助
組
織
の
改
革
が
な
さ
れ
、

税
務
会
計
課
長
の
処
理
権
限
が

拡
大
さ
れ
た
こ
と
や
一
段
と
厳

し
さ
を
増
す
財
政
環
境
な
ど
を

考
慮
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
収

入
役
が
行
っ
て
き
た
事
務
は
助

役
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

町
一
般
会
計
に
二
億
九
千
五

百
六
十
二
万
円
を
追
加
す
る
な

ど
補
正
予
算
六
件
が
提
案
さ
れ
、

審
議
の
結
果
す
べ
て
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
今
回

の
一
般
会
計
の
補
正
は
、
町
税

収
入
の
見
込
み
増
や
補
助
事
業

の
内
示
に
基
づ
く
事
業
費
の
調

整
、
台
風
に
よ
る
災
害
復
旧
費

や
除
排
雪
委
託
料
の
計
上
な
ど

が
骨
子
で
、
主
な
も
の
と
質
疑

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
町
民
税
…
千
六
十
八
万
円
の

一
般
会
計
に
２
億
９
千
　
万
円
を
追
加

増
▽
固
定
資
産
税
…
九
百
四
十
一

万
円
の
増

▽
国
庫
負
担
金
…
五
千
百
三
万

円
の
増

▽
児
童
福
祉
費
…
七
千
九
百
五

十
二
万
円
の
増

▽
水
産
業
費
…
二
百
八
十
五
万

円
の
増

▽
道
路
橋
り
ょ
う
費
…
二
千
三

万
円
の
増

▽
下
水
道
費
…
五
百
七
十
二
万

円
の
減

▽
土
木
施
設
災
害
復
旧
費
…
三

百
八
十
万
円
の
増

児
童
手
当
法
の
改
正
に

よ
り
給
付
対
象
が
就
学
前
か
ら

小
学
三
年
生
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。

対
象
と
な
る
児
童
数
は
何
人
か
。

拡
大
に
よ
る
対
象
人
数

は
、
被
用
者
（
国
民
年
金
以
外

の
年
金
加
入
者
）
で
二
百
九
十

四
人
、
非
被
用
者
（
国
民
年
金

加
入
者
）
で
二
百
二
十
八
人
。

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
委

託
料
の
減
額
の
理
由
は
。

経
費
削
減
を
図
る
た
め

委
託
の
形
態
を
検
討
し
て
き
た
。

生
徒
数
の
減
少
が
背
景
に
あ
り
、

答 問 答 問

生
徒
数
、
運
行
コ
ー
ス
を
考
え

六
台
か
ら
四
台
に
変
更
し
た
。

平
成
十
四
年
度
か
ら
小

学
校
の
図
書
整
備
を
進
め
て
い

る
。
今
回
、
図
書
購
入
費
と
し

て
寄
付
さ
れ
た
三
百
万
円
に
よ

る
図
書
整
備
率
は
。

小
学
校
九
校
の
平
均
は

七
十
八
�
で
あ
る
。
寄
付
さ
れ

た
三
百
万
円
で
千
八
百
冊
を
備

え
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
整
備

率
は
、
約
四
�
あ
が
る
。

津
波
、
台
風
に
よ
る
高

潮
対
策
が
叫
ば
れ
て
い
る
中
で
、

ど
う
し
て
津
波
観
測
シ
ス
テ
ム

委
託
料
が
減
額
と
な
る
の
か
。

気
象
庁
の
地
震
津
波
情

報
の
精
度
が
あ
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
県
で
も
平
成
十
六
年
度

か
ら
観
測
シ
ス
テ
ム
を
強
化
す

る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
町
内
各
漁
協
五
カ
所
に
設

置
さ
れ
て
い
た
シ
ス
テ
ム
を
、

山
田
湾
と
船
越
湾
に
各
一
カ
所

の
二
カ
所
と
し
た
。

◇
　
◇
　
◇
　
◇
　
◇

そ
の
他
可
決
さ
れ
た
議
案
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▽
柳
沢
第
一
団
地
建
替
事
業

（
Ｅ
棟
）
建
設
工
事
請
負
契

約
の
締
結

▽
船
越
漁
港
（
田
の
浜
地
区
）

漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
下

水
管
渠
（
15
│
１
工
区
）
布

設
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結

答 問 答 問

川 村 永 爾助役 人権擁護委員
港 　 安 子さん

■新しい助役に川村永爾総務課長を選任
８月29日以降空席となっていた助役の選任に
ついて、川村永爾総務課長（59）が提案され賛
成多数で同意されました。

■人権擁護委員候補者に港さんを再推薦
平成16年11月30日に任期満了となる人権擁護

委員の港安子さん（69）＝船越＝を同委員候補
者として再推薦することがきまりました。任期
は向こう３年間です。

●議会で決まった人事

９月定例会では、次の議員発議案が提案され、
原案どおり可決されました。その後、意見書に
ついては、政府や関係機関へ提出されました。
◆「日本郵政公社」による郵政事業の経営形態
堅持を求める意見書

●発議案１件を原案可決
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